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社是・経営理念 

 
社是 

 

品 質 第 一 

和 衷 協 力 

一 歩 研 究 

 
経営理念 

 

1. 住みよい地球と豊かな社会環境づくりに貢献します 

2. 独創的で高品質な製品を提供し、 

お客様にとってかけがえのない企業を目指します 

3. 法令・社会規範を遵守し、 

公正で健全な企業活動を行います 
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グループ人権方針 

日本ピラー工業及びそのグループ会社（以下「当社グループ」という。）は、「"社会を支える"未来を
創る」ため、「今までにない新しい発想は多様な価値観によって生み出される」という考えのもと、人
材の多様性を尊重し、持続可能な社会に向けて新たな価値を創造していきます。 
その中で、当社グループは世界中の国や地域で事業活動を行う上での人権に関する考え方を明確にす

るため、「グループ行動指針」に基づき「グループ人権方針」(以下「本方針」という。)を制定しまし
た。グループすべての役員及び従業員（以下「社員」という。）が一丸となって人権尊重を推進するこ
とで、あらゆる人々に対する人権尊重の責任を積極的に果たしていきます。 
 
Ⅰ．人権に対する考え 

当社グループは、自らの事業活動において、直接または間接的に人権への負の影響を及ぼす可
能性があることを理解しています。また、人権への負の影響が発生しないよう最大限に配慮し、
当事者意識を持って事業活動を行います。 

当社グループは、ステークホルダーによる人権への負の影響が、グループの事業活動に関連し
ていることが疑われる場合には、ステークホルダーに対しても本方針を理解し、人権を尊重し、
侵害しないよう働きかけていきます。 

Ⅱ．対象 

当社グループは本方針に基づき、グループすべての社員をはじめ、当社に関わるすべてのステー
クホルダーの人権に配慮して事業活動を行います。 

Ⅲ．参考にする人権規範 

当社グループは国連等で採択された「世界人権宣言」や「国際人権章典」、「労働における基本的
原則および権利に関する ILO 宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際的な人権規範
を参考に、人権尊重を推進します。 

その中で事業活動を行うすべての国・地域の法令と国際的な人権規範に矛盾が生じる場合には、国
際的に認められている人権規範を尊重します。 
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Ⅳ．人権に関する禁止事項 

当社グループは、いかなる理由があっても、性別、年齢、国籍、人種等による差別や、あらゆるハ
ラスメント、物理的・精神的虐待、児童労働や強制労働等の不当労働、結社の自由と団体交渉権の制
限を一切許容しません。 

Ⅴ．安全で働きやすい職場環境 

当社グループは、すべての事業活動をはじめ製品、部品、資材等の使用、廃棄に至るすべてのプロ
セスにおいて人の安全、健康の確保を最優先し、すべての社員が安心して働ける職場環境の構築に
努めます。そのため、関連する各種の法令はもちろんのこと、社内の規程、ルール等の自主基準を遵
守いたします。 

Ⅵ．教育 

当社グループは、すべての社員に対して、本方針及び国際的な人権規範の遵守のために必要な教育
を継続的に実施します。 

Ⅶ．人権デューデリジェンス 

当社グループは、人権への負の影響を及ぼすリスクを把握・評価し、その取り組みの効果を検証・
改善するための一連の仕組（人権デューデリジェンス）を構築し、継続的に実施します。 

また、人権への負の影響を及ぼすリスクが評価・確認された場合には、速やかにそのリスクに対す
る是正・予防措置を実施します。 

Ⅷ．人権への負の影響に対する対応 

当社グループは、人権への負の影響を及ぼすと見込まれる事案が発生した場合やステークホルダ
ーから人権侵害に関する指摘を受けた場合には、直ちに事実確認を行い、当社 HP 等で当該情報と、
それに対する是正・予防措置等を適宜開示します。 

Ⅸ．ステークホルダーとの対話 

当社グループは、人権への負の影響を、人権を専門とした第三者機関に相談するとともに、ステー
クホルダーとの対話・協議を継続的に実施します。 
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 (付 則) 

１．この「グループ人権方針」の制定、改定、廃止は日本ピラー工業株式会社 取締役会の決議に
よるものとする。 

２．２０２３年 6 月 22 日制定 
 
 

■発行     : 日本ピラー工業株式会社 
■問い合わせ先 : 総務人事部 
          TEL:06-7166-8281 / FAX:06-7166-8519 


